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被逮捕者に対する警察官の制圧行為は社会通念上必要かつ相当な限度を超えた違

法なものであるが，制圧行為と被逮捕者の死亡との間に相当因果関係を認めること

はできないとして，違法な制圧行為による被逮捕者の精神的損害に対する慰謝料の

限度で，請求を一部認容した事例。

平成２２年１１月１８日判決言渡

平成１９年（ワ）第５０号 損害賠償請求事件

口頭弁論終結日 平成２２年６月２４日

判 決

主 文

１ 被告は，原告に対し，８８０万円及びこれに対する平成１６年２月

１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２ 原告のその余の請求を棄却する。

３ 訴訟費用は，これを５分し，その１を被告の，その余を原告の負担

とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

被告は，原告に対し，５７１７万１１９６円及びこれに対する平成１６年２

月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２ 事案の概要

本件は，亡Ｂが，平成１６年２月１７日，三重県a市内の大型店舗（以下

「本件店舗」という。）内キャッシュサービスコーナーにおいて，私人らによ

り逮捕された後，駆け付けた三重県警察所属の警察官２名に引き渡され，引き

続き制圧を受けていたところ，心肺停止状態に陥り，搬送先の病院で翌１８日

に死亡した（以下，同月１７日における上記店舗内のＢに対する一連の逮捕及
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び制圧等を「本件事件」，Ｂが逮捕，制圧されたキャッシュサービスコーナー

付近を「本件現場」ということがある。）ことについて，Ｂの相続人である原

告が，私人によるＢの逮捕は逮捕の要件を備えず違法であり，上記警察官２名

には，私人による逮捕の要件具備を審査する義務を怠り，かつ，必要性，相当

性を欠く制圧行為を行った違法があり，これらの違法な公権力の行使によりＢ

が死亡したとして，被告に対し，国家賠償法１条１項に基づき，原告が相続し

たＢの損害及び原告固有の損害の合計５７１７万１１９６円並びにこれに対す

る平成１６年２月１７日（不法行為の日）から支払済みまで民法所定の年５分

の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

１ 前提事実（争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めら

れる事実）

(1) 当事者等

ア Ｂは，昭和１０年７月２３日生の男性であり，平成１６年２月１８日に

死亡した。

イ 原告は，Ｂの配偶者であり，Ｂの相続人全員による遺産分割協議の結果，

Ｂの被告に対する損害賠償請求権を全部相続した。

ウ Ｃ（昭和２３年生）は，昭和４３年４月に三重県警察官に任命され，本

件事件当時，Ｄ警察署配属の巡査部長であった。

Ｅ（昭和４９年生）は，平成１４年４月１日に三重県警察官に任命され，

本件事件当時，Ｄ警察署配属の巡査であった。

エ 被告は，Ｃ及びＥが所属する地方公共団体である。

(2) 本件店舗の状況

本件店舗は，三重県a市ｂ町所在の大型商業施設であり，その建物は概ね

東西に長い長方形である。本件店舗の南側中央部付近出入口を入ると，左右

に複数の金融機関ＡＴＭが設置されたキャッシュサービスコーナーがある

（本件現場）。キャッシュサービスコーナーの南側壁面はガラス貼りになっ
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ており建物外部から内部の状況が見渡せる。キャッシュサービスコーナーの

北側は店舗売場になっており，キャッシュサービスコーナーの北隣には，化

粧品売場がある。本件店舗の北側中央部付近には保安室がある。

(3) 本件事件の発生

ア Ｃ及びＥは，平成１６年２月１７日（以下，平成１６年の出来事につい

ては年の記載を省略することがある。），本件店舗にて万引きが発生した

との知らせを受けて本件店舗に赴き，保安室で万引き被疑者に対し事情聴

取を行っていた。

イ 同日午後１時１０分ころ，本件現場にいたＢに対して，その背後から近

づいた子どもを抱えた氏名不詳の女性（以下「Ａ」ということがある。）

が胸ぐらにつかみかかり，「泥棒，泥棒」と叫んだ。

なお，Ｂがキャッシュサービスコーナーに近づいてから，警察官に引き

渡されるまでの状況は，不明瞭ながら，本件現場付近に設置されていた防

犯ビデオに映し出されているが（甲４０），同ビデオの映像によっても，

Ｂに，Ａから窃盗の嫌疑をかけられるような動作があったものとは認めら

れない。

ウ 付近にいたＦが，Ｂを取り押さえにかかり，更に，Ｇ，Ｈ，Ｉ及びＪが

駆け付けて助勢し，Ｂをうつ伏せにして床に押さえつけるなどした。この

ときＢは，自己の黒色財布を床に投げ出した。

この間に，Ａはその場を離れ，その後も発見されていない。

エ Ｃ及びＥは，上記の騒ぎの通報を受けた警備員から，本件現場に向かう

よう依頼され，同日午後１時１５分ころ，私人ら（Ｇ，Ｈ，Ｊ）から，Ｂ

の身柄の引渡しを受け，床にうつ伏せになっていたＢに後ろ手錠をかけた。

その後，Ｃは事件関係者からの聞き取り等を行うためその場を離れ，Ｅ

が，２０分弱の間，Ｂに対する制圧行為を継続した。

オ 同日午後１時３５分ころ，本件現場に応援の警察官らが到着した。
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応援の警察官からの指示を受け，ＥがＢの上体を起こすと，Ｂが嘔吐し

て意識を失っていることが判明したため，ＥがＢの手錠を外し，救急隊の

出動が要請された。

カ a市消防本部救急隊が本件現場に到着した同日午後１時４３分ころの時

点で，Ｂの意識状態はＪＣＳ３００（外部からの刺激に対して無反応状態

であり，血圧は測定不能，呼吸・脈拍はともになく，心肺停止状態）であ

った。

Ｂは，搬送先の市立Ｋ病院で治療を受け，一旦は心拍や自発呼吸を回復

したものの，２月１８日午前１時５２分，死亡した。

(4) 本件事件後の経緯

本件事件後，本件事件に関して，Ｂを被疑者とする窃盗未遂事件及びＢを

被害者とする過失致死事件の捜査が行われたが，いずれも処分には至ってい

ない。

原告は，平成１９年２月１日，本件訴えを提起した。

２ 争点及び当事者の主張

（争 点）

(1) Ｃ及びＥに，私人の逮捕要件審査義務違反があるか

ア 私人によるＢの準現行犯逮捕は違法か

イ Ｃ及びＥに，逮捕要件審査義務違反があるか

ウ Ｃ及びＥは，Ｂを釈放すべき義務があったか

(2) Ｃ及びＥによる制圧行為に違法及び過失があるか

(3) Ｃ及びＥによる違法行為とＢの死亡との間に相当因果関係があるか

ア Ｂの死亡の機序

イ 制圧行為と死亡との間の相当因果関係の存在

ウ 制圧行為による死亡の予見可能性の有無

エ 逮捕要件審査義務違反と死亡との間の因果関係
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(4) 損害額

（争点についての各当事者の主張）

(1) Ｃ及びＥに，私人の逮捕要件審査義務違反があるか

ア 私人によるＢの準現行犯逮捕は違法か

（原告の主張）

準現行犯逮捕が適法であるためには，刑事訴訟法２１２条２項各号の事

由のほか，「時間的接着性」と，「犯人と犯罪の明白性，時間的接着性の

明白性」が要件として挙げられている。特に，「犯人と犯罪の明白性，時

間的接着性の明白性」については，犯人が特定の犯罪を行ったこと及びそ

の犯罪を行い終わってから間がないことが逮捕者に明らかでなければなら

ないとされている。これは，罪を行い終わってから間がない犯人であるこ

との明白性が価値的に現行犯人と同視することができることから，準現行

犯人が現行犯人とみなされ，憲法３３条にいう現行犯人に含まれるものと

して合憲とされることからすると当然である。

本件では，Ｆら（Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ及びＪを総称して「Ｆら」ということ

がある。）による逮捕時点で，客観的に，被害者が誰であるのか，被害品

は何であるのか，どのような被害態様であったのか等，一切明らかではな

かった。つまり，本件事件当時において，窃盗未遂という犯罪行為があっ

たかどうかそれ自体明らかでなく，仮に犯罪行為があったとしても，Ｂが

その犯人であるかどうか明らかではなく，Ｂを犯人ではないかと疑うに足

りる相当な根拠さえもあったとはいい難いのであるから，犯人が特定の犯

罪を行ったこと及びその犯罪を行い終わってから間がないことが逮捕者で

あるＦらに「明らか」であったとはいえず，同人らの逮捕は「犯人と犯罪

の明白性」の要件を欠くものであったといえる。

したがって，Ｆらによる準現行犯逮捕は，要件を欠き違法である。

（被告の主張）
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刑事訴訟法２１２条２項１号が，「犯人として追呼されているとき」に

準現行犯逮捕を許容しているのは，追呼されている事実からその者を犯人

と認めて逮捕してよいという趣旨であり，準現行犯逮捕においては，逮捕

者にとって現行犯人であることが明らかであるときは予定されていない。

原告は，準現行犯逮捕の要件として，「時間的接着性」，「犯人と犯罪

の明白性，時間的接着性の明白性」をあげ，本件はこれを欠くというが，

そもそも，現行犯人の認定は，逮捕者による犯行の現認のみならず，直接

覚知した諸般の状況から合理的に判断することによってもなし得るのであ

り，かつ，その認定資料は，原則として逮捕者自身が直接見分した被逮捕

者の挙動，状態，証跡その他の客観的状況であるが，この客観的状況は，

厳密な意味での犯行現場の状況のみに限られるべきではなく，被害者の通

報，被逮捕者の自供も，上記の客観的状況を補充するものとして，認定資

料として差し支えないと解される。

これを本件について見るに，Ｆは，Ａ（想定被害者）の「泥棒」との追

呼と，現実の逮捕行為（ＡがＢの左胸当たりの服を掴んでいる行為）を現

認して，Ｂを逮捕したものであり，それらの追呼及び逮捕行為は，明らか

に逮捕者（Ｆ）自身が直接見分した客観的状況であるから，これを目の当

たりにしたＦの準現行犯逮捕は，優に「犯罪と犯人の明白性，時間的接着

性」との要件を満たすものであった。

このように逮捕の開始時点で現行犯人の要件が満たされていれば，逮捕

の完了までそれが続いていることを要しないし，Ｆの逮捕とそれに続くＧ

ら（Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｊを総称して「Ｇら」ということがある。）の逮捕は，

一個の逮捕行為の継続であり，犯人の明白性が失われることはなく，逮捕

行為を継続することができるのであって，既にＦに逮捕されていたＢに対

するＧらの逮捕行為も，同号に基づく適法な準現行犯逮捕であったという

べきである。
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したがって，Ｆら私人による逮捕は，適法な準現行犯逮捕であった。

イ Ｃ及びＥに，逮捕要件審査義務違反があるか

（原告の主張）

以下述べるように，Ｃ及びＥが，逮捕者らからの適切な事情聴取等がで

きていれば，準現行犯逮捕の要件が備わっていないことが判明していたは

ずであり，Ｃ及びＥはこれを怠ったものであるから，逮捕要件審査義務に

違反している。

(ｱ) 逮捕者らから事情聴取を行っていないこと

逮捕者であるＦらは，Ｂの犯行らしき言動を何ら目撃していない。こ

のことは，これらの私人から事情聴取を行っていれば，容易に明らかに

なる事実である。ところが，Ｃ及びＥは，これらの私人から逮捕時の状

況等について事情聴取していない。

これは，「司法巡査は，犯人を受け取つた場合には，逮捕者の氏名，

住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。」と規定する刑事訴

訟法２１５条２項，「警察官は，刑訴法二百十四条の規定により現行犯

人を引き渡す者があるときは，直ちにこれを受け取り，逮捕者の氏名，

住所および逮捕の事由を聞き取らなければならない。」と規定する犯罪

捜査規範１２９条１項にも違反する。

(ｲ) 黒色財布に対する捜索活動を十分に行っていないこと

Ｆ，Ｇ，Ｈ及びＩは，Ｂが取り押さえられた際に黒色財布を投げ出し

たことを現認していたから，Ｆ，Ｇ，Ｈ又はＩから適切な事情聴取がで

きていれば，Ｃ及びＥは，黒色財布が被逮捕者のものである可能性に思

いを致すことができた。そして，黒色財布には「Ｂ」名義の顔写真入り

運転免許証が入っていたのであるから，運転免許証の人物と取り押さえ

られている人物との同定は可能だったのであり，Ｆから黒色財布を預か

ったＣがこの点を確認し，更にＢに事情聴取することで，Ｂが窃盗犯人



8

ではないことが明らかになったはずである。

(ｳ) ＦからＡの情報を聴取していないこと

Ｆは，Ｂが取り押さえられている間にＡが本件店舗の店内の方向に立

ち去ったことを目撃しており，ＣがＦに対して正確に事情聴取をしてい

れば，この事実が判明した。そして，真の被害者であれば，被疑者が逮

捕・制圧されているにもかかわらず，現場を離れたまま帰ってこないと

いう行動を取ることは考えられないから，事情聴取によりＡの立ち去り

を把握していれば，ＣはＡが被害に遭ったこと自体疑わしいと判断でき

ていたはずである。

(ｴ) Ｊ及びＩから，Ｂが警備員や警察官を呼んでいたことを聴取していな

いこと

Ｂは，Ｇらに取り押さえられていたとき，警備員や警察官を呼んでい

たところ，このことはＪ及びＩが聞いていたのであるから，Ｃ及びＥが

Ｊ及びＩに対する適切な事情聴取を行っていれば，Ｂが警察に何らかの

事情を訴えたかったことが判明し，Ｂを冷静にさせて事情を聞き出すこ

とを優先することができた。

(ｵ) Ｂに対する事情聴取を行っていないこと

Ｅが，Ｂを制圧している最中，「何があった。」などと問いかけをし

たかどうかは疑わしく，仮に問いかけがあったとしても，Ｂから満足な

回答を得られなかったのであるから，Ｂから回答を引き出すよう努力す

べきであった。また，Ｃは，Ｂに対する事情聴取を全く行っていない。

Ｃ及びＥが，Ｂを落ち着かせて事情聴取をしていれば，Ｂが何らの犯行

も行っていないことが判明したはずである。

（被告の主張）

以下述べるように，Ｃ及びＥは，逮捕要件審査義務を尽くしており，そ

の違反はない。
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(ｱ) 準現行犯逮捕の要件を具備しているとの判断に違法はなかったこと

捜査機関は，私人から現行犯逮捕した被疑者の身柄を引き渡された場

合，逮捕要件審査義務を負うが，捜査初期の段階において，客観的な物

証等がない場合には，逮捕者の供述のみにより，かつ，これを信用して，

犯罪及び犯人の明白性に関する事実を認定することができ，また，現行

犯逮捕の要件があったかどうかは，私人から現行犯人を引き渡された段

階における逮捕者や被疑者の供述の内容やその態度を参考にすることが

できる。

本件では，ＣはＦから同人が「泥棒，泥棒」と「犯人として追呼され

ている」Ｂを準現行犯逮捕したとの供述を得たこと，現に衆人環視の下

で取り押さえられていたＢが「犯人」であると指示されたこと，取り押

さえていた人物からＣ及びＥが引渡しを受ける際にＢが逃走しようとし

た態度から，Ｆらの逮捕は準現行犯逮捕の要件を満たしていたものと判

断したのであり，その点に違法はない。

(ｲ) 逮捕者らに対する事情聴取

Ｃ及びＥは，警備員から強盗事件との報告を受けて現場に急行し，３

名の男性（Ｇ，Ｈ，Ｊ）に取り押さえられているＢを強盗犯人と認識し

てその引渡しを受けたものであるところ，その後，Ｃは，手錠をかけた

Ｂの制圧をＥに行わせ，自らは被害者や事件関係者の確保のための聞き

込みを開始し，Ｆから，「泥棒，泥棒」と女性の叫ぶ声がしたこと，声

の方を見ると，２，３歳位の子どもを抱いた女性（Ａ）が男（Ｂ）の右

胸辺りを掴んでいたため，その男が泥棒の犯人と分かり，男を捕まえよ

うとしたことなどを聴取し，更に，Ｆから，床に落ちていたという黒色

財布を受け取って確認した。そして，Ｃは，黒色財布の中に男性の顔写

真のある運転免許証があるのを見て，財布の持ち主は男性であると思っ

たが，その時点では事件の概要が把握できなかったので，想定被害者
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（Ａ）や事件関係者の発見を優先することとした。しかし，その時には，

Ｂを捕まえていた３名の男性（Ｇ，Ｈ，Ｊ）は既にその場におらず，Ｉ

についてはその存在すら認識しておらず，被害者と思われる２，３歳位

の子どもを抱いた女性（Ａ）も付近に見当たらなかったので，それらの

者に対する事情聴取は行えなかった。

このように，Ｃは，Ｆから事情聴取したのみで，他の逮捕者らからは

事情聴取することなく，Ｆから聴取した事実を基に，周囲への聞き込み

捜査を開始したものであるが，Ｆが認識していた事実は上記の聴取内容

程度であり，その他の逮捕者（Ｇら）が認識していた内容も，「泥棒」

という女性の声を聞いた，男性と女性が財布を奪い合っていた，男性が

他の男性らに捕まえられていた，などというものであって，何が原因で

Ｂが取り押さえられたのか，どういう状況だったのかについては知ると

ころではなかった。

したがって，仮に，ＣがＧらから事情聴取を行っていたとしても，Ｇ

らが当時認識していた上記事実以上のことが判明する道理はなかったの

であり，被害者，被害品，被害態様等の事実関係が明らかになることは

なかったのである。そうである以上，ＣがＧらに事情聴取をしていたと

しても，その逮捕が明らかな誤認逮捕であるとまでは判断できなかった

から，Ｂを直ちに釈放するということにはならなかったのであり，逮捕

要件審査義務違反はない。

(ｳ) 黒色財布に対する捜索活動

Ｃは，Ｆから受け取った黒色財布が取り押さえられている人物（Ｂ）

の所有物とは考えていなかったが，ＧやＨに事情聴取していれば，黒色

財布は取り押さえられていた人物（Ｂ）が放り投げたものであることが

分かった可能性は高く，しかも，黒色財布にはＢの顔写真入り運転免許

証が入っていたのであるから，その場で取り押さえられていた人物



11

（Ｂ）に聞いていれば，運転免許証の人物と取り押さえられている人物

（Ｂ）との同定は可能であった。

しかし，その同定ができたとしても，取り押さえられていた人物

（Ｂ）が強盗の被疑者ではないなどということは分かりようがないので

あって，直ちにＢを釈放することにはならなかったのであるから，黒色

財布がＢの所有物であると分かり得たということは，Ｃ及びＥに逮捕要

件審査義務違反があったことを意味するものではない。

(ｴ) Ｂに対する事情聴取

原告は，Ｃ及びＥがＢに対する事情聴取をしていれば，Ｂが何ら犯行

を行っていないことが判明したはずであると主張するが，Ｂは，Ｃ及び

Ｅに対し，「泥棒」と追呼されたことは濡れ衣であるなどと弁解するこ

とができたのに，一切していないし，Ｅが「何があった」と尋ねたとき

も，「放せー 放せー」と言うばかりで会話にならなかったものであっ

て，原告の上記主張は誤りである。

ウ Ｃ及びＥには，Ｂを釈放すべき義務の違反があったか

（原告の主張）

現行犯逮捕は，裁判所の審査を経ることなく個人の自由を奪う，人権侵

害の程度が極めて高い逮捕類型であるため，犯罪と犯人の明白性をその要

件とするなど，きわめて限定的な要件の下で例外的に認められているもの

であるから，私人による逮捕の要件具備の有無が判断できないからといっ

て，いつまでも被逮捕者を制圧したまま要件具備のための審査活動を継続

できるものではない。よって，私人による現行犯逮捕の要件具備の有無を

審査するための資料は，被逮捕者の身柄引受時に取得し得るものに限られ

るべきであるし，また，当該資料から現行犯逮捕が要件を具備するものか

否か判断できない場合は，その時点で直ちに被逮捕者を釈放すべきである。

本件では，Ｃ及びＥが私人からＢの身柄を引き受ける際，その現場に想
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定被害者（Ａ）がいない以上，同人の供述を判断資料とせずに，私人によ

る現行犯逮捕の適法性を審査すべきである。そして，Ｂの身柄引受時点で

は，Ｃ及びＥは明らかな私人による誤逮捕であるとまでは判断できなかっ

たというのであるから，現行犯逮捕が要件を具備するか否か判断できない

場合といえ，この時点でＢを釈放すべきであった。

以上により，これをしなかったＣ及びＥには，違法性及び過失が認めら

れる。

（被告の主張）

Ｃは，Ｆの供述によっても，同人が「被害者等の報告」を受けた者でも

なければ，「外見上犯罪のあったことを直接覚知しうる状況」にもなかっ

たのであるから，さらに事件の概要を把握すべく，その後も，想定被害者

（Ａ）や犯行そのものを目撃している「事件関係者」の発見のための聞込

み捜査に従事していたもので，ＥがＢを制圧している約２０分の間，Ｂを

釈放しなかったのは当然のことであった。

前記のとおり，Ｃは，Ｆから受け取った黒色財布が取り押さえられてい

る人物（Ｂ）の所有物とは考えていなかったが，黒色財布在中の運転免許

証の人物と取り押さえられている人物（Ｂ）との同定が可能であったとし

ても，取り押さえられていた人物（Ｂ）が強盗の被疑者ではないなどとい

うことは分かりようがないのであって，直ちにＢを釈放することにはなら

ない。

(2) Ｃ及びＥによる制圧行為に違法及び過失があるか

（原告の主張）

以下述べるように，Ｃ及びＥのＢに対する制圧行為は必要性，相当性がな

く，さらに，制圧の程度も相当性を逸脱しているから，違法及び過失が認め

られる。

ア 逮捕の際の実力行使の場面では高度な注意義務が課されること
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被疑者を逮捕する際の実力行使は，社会通念上逮捕のために必要かつ相

当と認められる限度でのみ許されるものであり，また，警察官が被疑者を

逮捕しようとして実力を行使する場合には，往々にして，被疑者がこれを

逃れようと抵抗する力と相俟って，被疑者の生命身体に対し重大な傷害を

招来する危険が存するから，警察官は，実力を行使するに当たっては，被

疑者の抵抗の態様・程度，犯行の態様，周囲の状況，被疑者の身体の状態

等に十分注意を払い，犯罪の内容に比し重大な傷害を与えかねない事情の

存する場合には，特別の事情のない限り身体の損傷ないしはその危険が生

ずるような力が加わることを加減し，更には実力行使を中止するかあるい

は他の方法を用い，もって危険の発生を未然に防止すべき義務がある。

イ Ｂに対する制圧行為を継続する必要性，相当性がないこと

手錠をすれば被疑者が逃亡・自殺・暴行等をするおそれがなくなるから

こそ，犯罪捜査規範上，かかるおそれのある場合に手錠の使用が許されて

いる（同１２７条１項）ところ，既に私人ら（Ｇ，Ｈ，Ｊ）に取り押さえ

られていたＢに対して，そもそも後ろ手に手錠をかける必要があったかは

疑問である。

また，Ｂは，Ｃ及びＥにより，後ろ手に手錠をかけられていた以上，逃

亡・自殺・暴行等をするおそれはなくなっており，Ｃ及びＥによる所持品

検査の結果，Ｂからは何らの凶器も発見されておらず，仮にＣ及びＥが凶

器所持の可能性を感じたとしても，Ｂがそれを使用して一般客に危害を加

えることが不可能であることは明らかであった。

そして，Ｂは，身長１６２cm，体重６７kgと比較的小柄な６８歳の老人

であったのに対し，Ｅは身長１８１cm，体重９４kgで剣道・逮捕術にも長

けた２９歳の青年であり，後ろ手で手錠をされた状態のＢが，Ｅを振り切

って逃走することは考えられない。

そうであれば，Ｃ及びＥは，Ｂを立ち上がらせて保安室やパトカー等の
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隔離された場所へ連行すべきであり，かかる手段を講じることなくＢに対

する制圧行為を継続したＣ及びＥの行為は，社会通念上逮捕のために必要

かつ相当であると認められる限度を超えた実力行使であるといえる。

さらに，観衆の目にさらされる場所で，固いコンクリートの床の上で，

後ろ手で手錠をかけたまま約２０分間もの間制圧行為を続けたＣ及びＥの

行為は，「手錠を使用する場合においても，苛酷にわたらないように注意

するとともに，衆目に触れないように努めなければならない。」と規定す

る犯罪捜査規範１２７条２項に著しく反し，この点のみをとっても，必要

かつ相当な限度を超えたものであることは明らかである。

なお，Ｃ及びＥが，Ｂを強盗犯人であると考えていたとしても，同人ら

は，「ＡＴＭコーナーで強盗です」という通報のみを鵜呑みにして，Ｂを

強盗犯人と決めつけたものにすぎず，何ら制圧行為の正当性の根拠となる

ものではない。

ウ Ｅによる制圧の程度が相当性を逸脱したものであること

以下のように，Ｅによる制圧行為は，Ｂに高度の急激な圧迫を加えるも

のであって，逮捕のために必要かつ相当と認められる限度を遥かに超えた

実力行使であり，重大な違法と過失が認められる。

(ｱ) Ｅは，上記イのように大きな体格差のあるＢに対し，約２０分間にわ

たり，コンクリートの床にうつ伏せに押しつけ，その右膝をＢの肩甲骨

付近に当てて相当程度の体重をかけ続け，その間，Ｂの動静に配慮して

力を加減することはなかった。

(ｲ) Ｌ医師が，Ｂの死亡日である２月１８日にＢを司法解剖した上で作成

した鑑定書（甲３５。以下「Ｌ鑑定書」という。）によれば，Ｂには高

度の急性循環不全が認められるところ，これは，胸腹部に高度の急激な

圧迫が加わらなければ発生しないものである。したがって，Ｅが右膝で

Ｂの肩甲骨付近に加えた圧力は，Ｂの各種臓器等に鬱血を生じさせ，人
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を死に至らしめる程度の高度な圧迫を伴うものであったことが明白であ

る。

（被告の主張）

以下述べるように，Ｃ及びＥのＢに対する制圧行為は，必要かつ相当なも

のであり，違法性はない。

ア 制圧の必要性があったこと

Ｃ及びＥは，強盗事件との通報を受けて本件現場に急行し，強盗事件の

犯人との認識をもってＢの引渡しを受けており，その際，Ｂが，「何すん

のや離せ」と叫びながら，上半身を動かしたり足をばたつかせたり起き上

がってこようとするなど，逃走の気配と強い抵抗を示したことから，周辺

の一般客への危害を防止するため，Ｂに後ろ手錠をかけ，うつ伏せの状態

で制圧を継続したものであって，制圧の必要性があったことは明らかであ

る。

そして，本件店舗は，遠方からの買い物客を含め多数の人が頻繁に出入

りするため，直ちに周辺の人に事情聴取をし，目撃者や被害者を確保しな

ければ事案の究明ができなくなることから，Ｃは，Ｂに後ろ手錠をかけた

後，周囲への聞き込み捜査を開始した。その結果，一人残されたＥは，警

備員と共にＢを保安室に連行するのは危険を伴うと考えたこと，Ｂの抵抗

が強いため完全な身体検査ができず，Ｂが凶器を所持していないとの確信

を得られなかったことなどから，周囲の客に危害が及ばないようにするこ

とを一番に考えて，うつ伏せの形で制圧を継続したものである。

このように，Ｂに後ろ手錠をかけた後も，うつ伏せの状態でＢの制圧を

継続する必要性は全く減少していなかった。

イ Ｅの制圧行為の程度は相当性を逸脱しないこと

Ｂが後ろ手錠をかけられた後も，「放せ。」など大声を上げながら，足

をばたつかせたり，体をひねって起き上がろうとするなどの強い抵抗を示
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したため，Ｅは，逃亡や一般客への加害行為を防止するために，左膝を床

に着け，右膝をＢの左肩甲骨の上に軽く置き，右手でＢの右腕を押さえ，

左手でＢの左肩を押さえ，仰向けにならないように制圧していた。しばら

くするとＢの抵抗が収まったので，右膝をＢの左肩甲骨から下ろしたが，

抵抗や逃走を防ぐため，両手だけは離さずＢを抑えていた。すると，Ｂが

再び上半身をひねったり足をばたつかせたりして起き上がろうとしたため，

再び右膝でＢの肩甲骨辺りを押さえた。その後，Ｅは，Ｂがおとなしくな

ると右膝を下ろしたり左手での制圧を解いていたが，右腕はＢの右上腕部

を押さえ続けていた。この制圧の間，ＥはＢに「何があった。」と聞いた

が，回答は全くなく，「放せ，放せ。」と言うばかりであったから，制圧

を止める理由はなかった。

Ｅによる制圧の時間は２０分間ほどであったが，上記のように，Ｂの抵

抗の度合いに応じ，右膝をＢの背中に乗せたり下ろしたりを断続的に繰り

返していたのであり，終始膝を乗せて体重をかけて圧迫を継続していたも

のではない。

Ｂは，Ｅによる制圧を受けている間，約２５ｍも離れた化粧品売場にも

聞こえるような大声を出していたものであるが，これは，Ｂが十分な呼吸

ができ，肺に十分な空気が出入りしていたことを意味しているのであり，

このことからも，Ｅの制圧態様が上記のようなもの（右膝をＢの左肩甲骨

の上に軽く置く，Ｂが暴れなくなったら右膝をＢの左肩甲骨から下ろすな

ど）であったことを裏付けることができる。

このように，ＥのＢに対する制圧行為は，Ｂの抵抗の強さにかんがみ，

社会通念に照らして相当性を逸脱するものではない。

ウ Ｂの死亡が制圧行為の相当性逸脱を意味しないこと

後記のとおり，Ｂの死因は，高血圧性心疾患による心肥大がある上に，

胸腹部の圧迫等に加え，高度のストレスから心臓に大きな負荷が加わるこ
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とによって心停止状態に陥り，蘇生術によって心肺機能は一時回復したが，

高度の肺水腫，心筋虚血，腸管虚血により回復しなかったというものであ

る。

そして，Ｂの直接の死因となった急性の循環不全は，胸腹部に高度の急

激な圧迫を受けなければ発生しなかったものとはいえないから，Ｅが右膝

でＢの胸腹部に加えた物理的圧力そのものがＢの死亡に対する単一の直接

原因であるとする原告の主張には根拠がない。

したがって，Ｅの制圧の後にＢが死亡したことは，Ｅの制圧の程度が相

当性を逸脱するということを意味するものではない。

(3) Ｃ及びＥによる違法行為とＢの死亡との間に相当因果関係があるか

ア Ｂの死亡の機序

（原告の主張）

(ｱ) Ｂは，胸腹部に対する高度の急激な圧迫によって循環不全に陥る過程

で，両肺に高度な鬱血性肺水腫が発生し，呼吸困難に陥り，肺機能不全

により死亡した（以下「機序［1］」ということがある。）。

そうでないとしても，高度のストレスを原因とする高血圧性心不全の

ため，肺水腫及び不整脈を発症し，死亡した（以下「機序［2］」とい

うことがある。）。

(ｲ) 機序［1］が妥当であること

Ｌ鑑定書に示されるＢの客観的な所見からは，Ｂが胸腹部に対する高

度の急激な圧迫により高度の急性循環不全に陥っていたことが客観的に

明らかであり，その循環不全が生じる過程で，高度な鬱血性肺水腫が発

生し，呼吸困難に陥り，肺機能不全により死亡に至ったという機序（機

序［1］）によって，ストレスという推測にすぎない概念を介すること

なく，Ｂの死亡機序を合理的に説明し得るものである（甲５３）。

(ｳ) 被告が主張するＢの死亡の機序（下記「機序［3］」）は，Ｂの死因
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につき，ストレスを含めるが，ストレスはあくまで概念であり，推測に

すぎないのであって，形態学的所見が伴わない「ストレス」の概念を死

因の中に入れるべきではない。

また，被告は，高度のストレスから高血圧性心肥大を持った心臓に大

きな負荷が加わって心肺停止に陥ったと推論するところ，Ｂは昭和６３

年の心臓超音波検査，平成１１年の超音波検査やトレッドミル検査でも

異常はない旨確認され，高血圧症についても投薬治療により安定した状

態を保っており，不整脈等の異常も生前に認められてないのであって，

心肥大が急性循環不全を増悪させたとか，Ｂが相対的に心虚血を生じや

すい状態であったなどとは考えられないから，上記推論は否定する。Ｂ

が本件事件時に所持していた薬剤「ニトロペン」は，妻である原告に対

して処方されたものであるから，これがＢに既往症として心臓に重篤な

状態があったことを意味するものではない。

Ｌ医師は，ストレスにより心臓の機能が停止して急性循環不全に陥っ

たものであるとし，心停止状態が先行した根拠となる客観的剖検所見と

して，(a)右心房内膜，房室結節に出血があり，不整脈を起こしたこと

を疑わせること，(b)心筋の好酸性変化が認められること，(c)高血圧性

の心肥大があり，相対的に心虚血を生じやすい状態であったこと，(d)

高血圧症が基盤にあったことの裏付けとして，副腎皮質の過形成があっ

たこと，(e)腎臓の組織学的所見は，高血圧性腎病変といえることなど

を挙げている。

しかし，(a)右心房，房室結節では表面の肉眼的な出血しか確認され

ておらず，洞房結節の組織内部を標本化し染色して顕微鏡下で観察され

ていない以上，房室結節の出血という所見は，何ら不整脈が起こったこ

とを証明し得ない。次に，(b)Ｌ医師は，心筋の断裂と部分的な好酸性

変化を認めるとし，その解釈として一過性の心筋虚血と蘇生術の影響が
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現れているとするが，病理学の教科書上，心筋の断裂所見は病的な意味

付けはされていないのであり，一過性の心筋虚血の根拠たる所見とはい

い得ない。また，(c)高血圧性心肥大については，前記のとおり，これ

が循環不全を増悪させたとは考えられない。そして，(d)副腎皮質の過

形成については，病理解剖上よく見られる所見であり，機能の亢進と結

びつけることはできない。さらに，(e)高血圧性腎病変については，Ｌ

鑑定書添付の腎臓の組織像からは高血圧性腎病変であるとはいえない。

これらによれば，上記(a)ないし(e)の各客観的所見からは，Ｂの死亡

機序をＬ医師の説明のように評価することはできない。

（被告の主張）

(ｱ) Ｂは，胸腹部等に強い圧迫を受け，これに伴って体幹部等に皮下出血

等の損傷を生じ，咽喉頭，眼瞼結膜，脳白質内の出血等の鬱血を生じた

上に，高度のストレスから高血圧性心肥大をもった心臓に大きな負荷が

加わって心肺停止に陥った。その後，蘇生術によって一時的に心肺機能

は回復したが，高度の肺水腫，心筋虚血，腸管壊死が生じており，生命

機能を完全に回復することができず，死亡した（以下「機序［3］」と

いうことがある）。

(ｲ) 機序［3］が合理的であること

ａ Ｂには胸腹部にかなり強い圧迫が加わり，これによってＢが一時的

呼吸停止（窒息）に陥った可能性は否定できないが，仮にこの一時的

呼吸停止が致命的なものであれば，頭部顔面の鬱血は更に高度のもの

となっていたはずである。そこで，何らかの心停止を来す病変があっ

たものと推測されるところ，左心肥大，不整脈の疑い，心筋の好酸性

変化という所見や，高血圧性の心肥大があり，相対的な心虚血を生じ

やすい状態であったと解釈されること，副腎皮質の過形成は高血圧症

が基盤にあったことの裏付けといえることその他の所見等を総合する
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と，Ｂの死因は，上記のように判断される（Ｌ鑑定書）。

ｂ Ｂが心停止に陥る過程は，身体が拘束されていた状況下において発

症しており，その状況と死因とを別に考えることはできず，身体の拘

束による不安や緊張，怒りなどの高度の外的ストレスが原因であると

判断できる。外的ストレスは，交感神経を過剰に刺激し，心臓に負荷

を与えるもので，通常は，血圧上昇等により副交感神経が刺激される

などし，心拍数の減少等によってバランスが保たれるが，Ｂの場合，

既往症の高血圧症や高血圧性心肥大が負荷に耐えきれずに悪影響を及

ぼし，致命的な状態に陥り，最終的に不整脈を発症しながら死に至っ

たのである。

ｃ 原告は，Ｂの死因の中にストレスという概念を入れるべきではない

旨主張する。しかし，法医学は，病態を解析するとともに薬毒物検査

その他の所見，更に死体の置かれた状況をも考慮に入れ，死因論を展

開するものであるところ，本件でＢには交感神経緊張状態が発生し，

心拍の増加が生じ，心臓に過度の血液供給が要求される状態に陥るこ

とが容易に推測されるが故に，この状態を過度のストレスと表現した

ものであって，ストレスを死因に含めたことに不当な点はない。

ｄ Ｂの死因を機序［3］であると述べるＬ医師の意見は，「胸腹部の

圧迫に加え，高度のストレス［右矢印]心臓に負荷［右矢印]心肺停

止」であるのに対し，機序［1］を述べるＭ医師の意見は，「胸腹部

の強い圧迫［右矢印]急性循環不全［右矢印]肺の高度の鬱血水腫［右

矢印]呼吸不全」というものであり，両意見の違いの原因は，「左心

室肥大」のところで，Ｌ医師の意見は「高血圧症」に対し，Ｍ医師の

意見は「高血圧症はない」という違い，及び，「既往歴」のところで，

Ｌ医師の意見は「剖検所見より高血圧があったことが推測される」の

に対し，Ｍ医師の意見は「診療録上，高血圧性疾患があったと認める
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臨床所見なし」という違いにあると思われる。しかし，Ｂに係る市立

Ｋ病院の循環外来診療録（甲５４）には，昭和６３年８月２０日の欄

に心胸郭比（心臓の最大横径と胸郭の最大横径の比）が６９％である

旨の記載があり，Ｂが同年の時点で心肥大であったことがうかがわれ，

その後の部分にも，「デタントール」（末梢の血管を拡張することで

血圧を下げる薬）や「テノーミン」（血圧を下げたり，狭心症や不整

脈の治療に使用する薬），「高血圧症ｆｏｌｌｏｗ中（テノーミン１

００mg／日）」，「胸部ＣＲ至急」といった記載があり，Ｂに高血圧

症があったことがうかがわれる。また，Ｂが本件事件時に所持してい

たニトロペンについては，原告に対して処方されたのは平成１３年７

月２３日であり，その後２年半以上もの間，Ｂが原告の発作に備えて

持ち続けていたということは考えられないから，Ｂが自分自身のため

に所持していたものと見るべきであり，ニトロペンは，通常，狭心症

発作時に舌下使用する薬品であるから，Ｂには既往症として心臓に重

篤な状態があったと考えられる。したがって，Ｂの死因についてはＬ

医師の述べるとおりであり，Ｅの制圧行為は通常人に死亡の結果を惹

起するようなものではなかったのに，基盤に高血圧性心肥大があった

Ｂに急性循環不全を惹起させたものである可能性が高いのである。

(ｳ) 機序［1］は不合理であること

原告は，機序［1］を裏付けるものとしてＭ医師の意見書（甲５３）

を提出するが，同意見書は，解剖検査記録上の「右心房，房室結節の出

血斑」は不整脈を起こしたことを疑わせる所見であり，心臓に負荷が加

わったことを示す所見と判断されること，及び，心肥大があると心筋虚

血になりやすく虚血性心疾患を起こすこと，急性心不全に陥りやすいこ

とを無視している点で疑問がある。

イ 制圧行為と死亡との間の相当因果関係の存在
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（原告の主張）

(ｱ) 機序［1］からの帰結

Ｃ及びＥが私人ら（Ｇ，Ｈ，Ｊ）からＢの身柄引渡しを受けた時はま

だ，Ｂが高度の急性循環不全に陥っていなかったことは明らかである。

その後，Ｅは約２０分間にわたり，Ｂをコンクリートの床にうつ伏せに

押しつけ，右膝でＢの背部に体重をかけ続けたのであるから，Ｂの死亡

の原因となった胸腹部に対する高度の急激な圧迫は，Ｅの制圧行為によ

ってもたらされたことが明らかであり，Ｅの制圧行為とＢの死亡との間

には相当因果関係が認められる。

(ｲ) 機序［2］からの帰結

Ｂが，Ｅから胸腹部の圧迫等という肉体的・物理的負荷を受けたこと

に加え，高度のストレスを受けたことにより心停止状態に陥ったとして

も，なお，以下のとおり，Ｃ及びＥの制圧行為とＢの死亡との間の相当

因果関係は肯定される。

ａ Ｂが受けたストレスは警察官による逮捕継続行為から受けたものが

大部分を占めること

ＢがＡから「泥棒」と叫ばれ，その後Ｆらから取り押さえられたの

は，ほんの２，３分の間の出来事であり，また，Ｂが「警察を呼べ」

と叫んだのは，警察官さえ来てくれれば身の潔白を証明できるという

期待を持っていたことの表れであるし，Ｂが黒色財布を投げ出したの

も，混乱の中で冷静さを保っていたことを示すものである。したがっ

て，Ａが「泥棒」と叫んだ行為やＦらによる逮捕行為からＢが受けた

恐怖や不安，緊張，怒りなどの心理的なストレスは，それのみでＢを

心不全に至らしめるような高度のストレスとはなり得ず，それらの行

為とＢの心不全発症との間には約２０分間もの間隔があることからし

ても，それらの行為によるストレスのみではＢの心不全を引き起こす
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ことはなかったことが明らかである。

これに対し，Ｅは，右膝に全体重をかけ，Ｂの左背部を押さえつけ

るような態様で，約２０分間もの長時間にわたり制圧を継続したので

あり，これにより，Ｂが激しい痛みや苦しみ，強烈な恐怖や不安，緊

張，怒りを感じたことは明らかであって，Ｅの制圧行為からＢが受け

たストレスは尋常ならざるものがあったといえ，しかも，Ｅの制圧行

為とＢの心不全との間には時間的接着性も認められる。

ＣとＥは，私人逮捕者（Ｇ，Ｈ，Ｊ）からＢの引渡しを受けておき

ながら，当該私人らから何らの事情聴取もせず，Ｂに対しても，何ら

の質問もせずにＢを犯人と決めつけ，２人がかりで押さえ込んだ上で，

後ろ手錠をするという行為に及んだ。警察官さえ来てくれれば身の潔

白が証明できるという期待を裏切られたＢが，Ｃ及びＥの上記の対応

に激しく絶望したであろうことは想像に難くなく，このことから受け

たＢの心理的なストレスは，私人（Ａ及びＦら）から受けたそれとは，

質・量とも，比べようもなく大きかった。

また，後ろ手錠によって完全に自由を奪われながら，固い床の上で

うつ伏せにさせられ，１００キロ近い巨漢の警察官に押さえつけられ

たＢが，激しい痛みや苦しみ，強烈な恐怖や不安，緊張，怒りを感じ

たことは明白であり，当該制圧行為から受けたストレスは尋常ならざ

るものであった。

よって，Ｂが，Ｃ及びＥによる逮捕継続行為によって受けたストレ

スは，Ａが「泥棒」と叫んだ行為やＦらによる逮捕行為から受けたス

トレスに比べ，遥かに大きいことは明白であり，前者のストレスから

心不全，急性循環不全となり，死亡したことについて高度な蓋然性が

認められる。

ｂ Ｅ及びＣの逮捕継続行為がなければストレスは緩和されていたはず
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であること

Ｃ及びＥが，Ｂに手錠をかけた後制圧行為を継続していなければ，

ＢがＥの制圧行為により肉体的・物理的負荷や強烈なストレスを受け

ることはなかったし，保安室等の落ち着いた場所でＢに対する事情聴

取が行われていれば，Ａが「泥棒」と叫んだ行為やＦらの逮捕行為に

よるストレスも緩和，解消されていたはずであるから，Ｃ及びＥによ

る逮捕継続行為がなければ，Ｂの死の結果が発生しなかったことは疑

いようがない。

よって，Ｃ及びＥによる逮捕継続行為のストレスから，Ｂが心不全

に陥り，死亡したことについて高度の蓋然性が認められる。

ｃ Ａが「泥棒」と叫んだ行為及びＦらの逮捕行為によるストレスはＢ

の素因として考慮すれば足りること

仮に，Ｃ及びＥの逮捕継続行為のみでは高度のストレスが発生せず，

これとＡが「泥棒」と叫んだ行為やＦらの逮捕行為によるストレスと

が相俟って初めて高度のストレスが発生したものだとしても，後者の

ストレスは，Ｃ及びＥの逮捕開始時にＢが抱えていた身体的ないし心

理的素因と評価すれば足り，なお，Ｃ及びＥの制圧行為とＢの死亡と

の間の相当因果関係は肯定される。

（被告の主張）

(ｱ) 基盤に高血圧性心肥大があったために急性循環不全を生じたこと

Ｂは，Ａから泥棒と叫ばれた行為，Ｆらによる逮捕行為，警察官によ

る逮捕継続行為という一連の行為による高度のストレス（不安，緊張，

怒り）を受けたことにより，急性循環不全に陥ったものであるところ，

このようなストレスは，通常は，血圧の上昇等を感知することにより副

交感神経が刺激され，心拍数の減少，心筋収縮力の減少等によって保た

れるが，Ｂの場合，既往症の高血圧症や高血圧性心肥大が負荷に耐えき
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れずに悪影響を及ぼし，致死的な状態に陥ったものと考えられる。そし

て，高血圧性心肥大の影響については，Ｂに加わったストレスは交感神

経緊張状態を惹起し，脈拍増加，血圧上昇につながるものであり，健康

人であれば正常な心肺機能で耐え得るものであるが，基盤に高血圧性心

肥大があれば，急性循環不全の状態に陥りやすいものと考えられる。こ

のように，Ｅの制圧行為は通常人であれば死亡に至るようなものではな

かったが，Ｂには基盤に高血圧性心肥大があったために，急性循環不全

に陥ったものである。

そして，Ｂに基盤として高血圧性心肥大があったことは，因果関係の

相当性の判断において「特別の事情」として考慮されることになる。

(ｲ) Ｅの制圧行為によるストレスだけで心肺停止状態に陥ったとは断定で

きないこと

Ｂは，Ａから泥棒と叫ばれた行為，Ｆらによる逮捕行為，警察官によ

る逮捕継続行為などの一連の行為を受けたことにより不安や緊張，怒り

が積み重なってストレスとなり，心不全が発症したものと認められるが，

ストレスによる心不全は，ストレスが強く作用しているときよりもその

後に発症することが多いなどという学会の意見もあることから，これら

の一連の行為を個々に分析して影響の強弱などを考えることは不可能で

ある。一つの行為がなければ心不全を引き起こさなかった可能性もある

し，一つの行為で心不全を引き起こした可能性もあるのである。すなわ

ち，警察官による制圧行為はストレス要因の一つではあるが，そのスト

レスだけで心肺停止状態に陥ったものということは断定できないのであ

り，これは，相当因果関係の存否との関係で問題とされる原因競合の場

合であるが，結局，警察官の制圧行為とＢの死亡との間の条件関係（事

実的因果関係，自然的因果関係）の存否すら不明なのであって，相当因

果関係を肯定することはできない。
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Ｂは，Ａから「泥棒，泥棒」と叫ばれた後，数人がかりで固い床の上

にうつぶせにさせられ，頭を蹴られ，首筋を踏みつけられ，押さえつけ

られていたもので，この間激しい痛みや苦しみ，強烈な恐怖や不安，緊

張，怒りを感じたことは明らかであり，Ｂが受けたストレスは尋常なら

ざるものがあったことは疑いようがない。したがって，Ｆらの逮捕行為

によるストレスは心不全を引き起こすような高度のストレスではなかっ

たという原告の主張は，明らかに失当である。また，上記のように，ス

トレスによる心不全はストレスが強く作用しているときよりもその後に

発症することが多いという学会の意見もあるところであるから，Ａから

泥棒と叫ばれた行為，Ｆらによる逮捕行為とＢの心不全との間に時間的

接着性がないという原告の指摘もまた失当である。

ウ 制圧行為による死亡の予見可能性の有無

（原告の主張）

上記(2) アに記載のとおり，警察官には，逮捕行為により犯人の生命身

体に重大な傷害を招来する危険の発生を回避すべき義務（結果回避義務）

があることからすると，その前提として，警察官には，犯人の生命身体に

対し重大な傷害を招来する危険が存する逮捕行為に及んでいる以上，当該

逮捕行為が犯人の生命身体に重大な傷害を与えかねないものであるという

程度の概括的な予見可能性があれば足りるというべきである。

本件においては，約２０分間にわたり，Ｂをコンクリートの床にうつ伏

せに押しつけ，立ち上がれないようにその右膝でＥがＢの背部に体重をか

け続けることが，その生命身体に重大な傷害を与えかねないものであると

予見できれば足りるというべきであり，Ｃ及びＥには，かかる予見可能性

に欠けるところはなかった。

（被告の主張）

ＣやＥにとって，通常の制圧方法であるＥの制圧行為によってＢが死亡
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するかもしれないということは予見不可能であった。また，Ｂが受けたス

トレスの外因は，Ａから叫ばれたりＦらや警察官から逮捕された人為的な

行為が原因だと考えられるが，事前にこれらの行為によってＢが心不全を

起こしてしまうことを予測することは不可能であった。

Ｂに基盤として高血圧性心肥大があったことは，Ｃ及びＥにおいてこれ

を予見することはできなかった。

エ 逮捕要件審査義務違反と死亡との間の因果関係

（原告の主張）

(ｱ) Ｃ及びＥが逮捕要件審査義務を尽くしていれば，Ｅによる制圧行為の

前にＢは釈放され，同制圧行為は存在しなかったはずであり，したがっ

てＢの死亡も発生していなかったはずであるから，逮捕要件審査義務違

反とＢと死亡との間には因果関係が認められる。

(ｲ) 警察官が逮捕要件審査義務違反を怠って私人による誤認逮捕を見逃し，

その結果被逮捕者の生命身体に損害が発生した場合には，警察官は，私

人の逮捕行為の部分についても，自らの過失行為として責任を負うべき

である。したがって，万が一，Ｅの制圧行為によるストレスに，Ｆらの

逮捕行為によるストレスが加わって初めて，死亡につながる高度なスト

レスとなったと認定されるとしても，逮捕要件審査義務違反があるＣ及

びＥは，Ｂの死亡について責任を負うべきである。

（被告の主張）

原告の主張を争う。

前記のようにＣは逮捕要件審査義務を尽くしたものの，明らかなＦらに

よる誤認逮捕であるとまで判断できる材料を収集できなかったのであって，

原告の主張は失当である。

(4) 損害額

（原告の主張）
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原告の被告に対する損害賠償請求権の額は，下記ア，イの合計からウを控

除し，エを加算した５７１７万１１９６円である。

ア Ｂに生じた損害

Ｂには，次の合計５３９６万７４５２円の損害が発生し，原告はこれを

相続した。

(ｱ) 治療費 ５万１６３０円

(ｲ) 逸失利益 ２２９１万５８２２円

内訳は次のとおりである。

ａ 給与所得分 ４７９万８０９８円

Ｂの年間給与は１３８万２１００円，就労可能年数７年に対応する

ライプニッツ係数は５．７８６であり，生活費控除率は４０％である

から，給与所得分の逸失利益は４７９万８０９８円となる。

（計算式）

138万2100円 ×（1 - 0.4）× 5.786 ＝ 479万8098円

ｂ 年金受給分 １８１１万７７２４円

Ｂの年金収入は年間３０５万０４３０円，平均余命１４年に対応す

るライプニッツ係数は９．８９９であり，生活費控除率は４０％であ

るから，年金受給分の逸失利益は１８１１万７７２４円となる。

（計算式）

305万0430円 ×（1 - 0.4）× 9.899 ＝ 1811万7724円

(ｳ) 慰謝料 ２８００万円

約２０分もの間荷重をかけられ苦しみながら死亡したＢの苦痛を考慮

すると，その慰謝料は２８００万円を下らない。

(ｴ) 名誉毀損慰謝料 １５０万円

ＢがＥによる業務上過失致死ないしは重過失致死事件の被害者である

ことは一見して明らかであるにもかかわらず，本件事件後３年弱にわた
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り，Ｂは被害者として扱われず，かえって無実であることが明白であり

ながら強盗事件の被疑者とされ続けたものであり，その無念を考慮する

と，名誉毀損慰謝料は１５０万円を下らない。

(ｵ) 葬儀関係費用 １５０万円

イ 原告固有の慰謝料 ３００万円

長年連れ添った夫（Ｂ）を警察官の手によって死亡させられてしまった

原告の無念を考慮すると，その固有の慰謝料は３００万円を下らない。

ウ 遺族年金受領額 ４７９万６２５６円

Ｂが死亡したことにより，原告は，４７９万６２５６円（平成１６年３

月分から平成１８年１１月分まで）の遺族年金を受領したので，これを賠

償金から控除する。

エ 弁護士費用 ５００万円

（被告の主張）

争う。

第３ 当裁判所の判断

１ 過失，因果関係等の立証責任

本件は，原告が，国家賠償法１条１項に基づき損害賠償を請求する事案であ

るところ，同条項に基づく請求をするに当たり，故意又は過失の存在，違法性

及び因果関係は，いずれもその要件事実であるから，賠償を求める原告におい

て主張及び立証をする責任がある。

これにつき，原告は，危険な公権力を行使する場合の国家賠償法１条の適用

においては立証責任が転換されるとして，逮捕の違法性が争われた場合には，

その適法であることを主張する側において，逮捕が法定の要件を充足している

こと，あるいは少なくとも逮捕者においてその要件を充足しているものと判断

したことにつき過失のないことにつき立証責任を負うと主張し，また，逮捕に

付随する行為についても，同様に，逮捕者が過失のないことにつき立証責任を
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負うと主張する。また，違法行為（客観的な規範違反行為）の存在から，過失

や因果関係は推認され，その不存在の立証責任を県側（被告）が負うべきとも

主張する。しかし，同法１条１項がそもそも不法行為の代位責任を定めた規定

であること及び同条項の明文に照らし，原告の主張するところはいずれも，採

用することができない。

以下，上記を前提として判断する。

２ 認定事実

前記前提事実に加え，証拠（甲９ないし１４，２２，２３，２４の１，２，

甲２５の１，２，甲２６の１，２，甲２７の１，２，甲２８の１，２，甲２９

の１，２，甲３０の１，２，甲３１の１，２，甲３２の１，２，甲３３ないし

４１，４３ないし５０，乙１，３，４，６，９，証人Ｃ）及び弁論の全趣旨に

よれば，本件事件及びその前後の状況（ただし，ＥによるＢの制圧状況につい

ては，後記６(4) において別途検討する。）に関し，以下の事実が認められる。

(1) ２月１７日午後１時１０分ころ，本件店舗キャッシュサービスコーナー

（本件現場）のＡＴＭ前にＢがいたところ，後方にいた，子どもを抱えた氏

名不詳の若い女性（Ａ）が，突如，「泥棒，泥棒」と叫んで，Ｂの服の胸辺

りに右手で掴みかかった。

(2) キャッシュサービスコーナー付近の出入口から本件店舗内に入ったＦは，

「泥棒，泥棒」という女性（Ａ）の声を聞き，声の方を見ると，Ａが男性

（Ｂ）に掴みかかっている様子から，Ｂが泥棒の犯人であると思い，Ａの加

勢に入り，Ｂをガラス壁方向へ押していった。

(3) 本件現場から少し離れた化粧品売場付近にいたＧは，「泥棒」という女性

（Ａ）の声を聞き，声の方へ走ると，男女が向かい合い，互いの両手で一つ

の黒色財布を奪い合いしている様子であったので，その男性（Ｂ）が泥棒の

犯人だと考え，Ｂの背後に回り，その手首を掴むなどした。

本件店舗外にいたＨは，店内から女性（Ａ）の悲鳴が上がったのを聞き，
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ガラス壁越しに店内を見ると，Ａと男性が揉めている様子が見えたことから，

店内に入った。Ｈが本件現場に赴くと，その男性を女性（Ｆ）と年配の男性

（Ｇ）が二人で掴んでいたので，その場の状況や雰囲気からＢが泥棒である

と考え，Ｂの前方からその顎を掴み，「何しとんじゃおら。」などと言って

凄みをきかせた。これに対し，Ｂが掴まれている服を振りほどこうとするな

どしたため，Ｇ及びＨは，Ｂを押し倒して床にうつ伏せにさせ，ＨはＢの首

の後ろ付近を踏みつけて押さえつけた。

化粧品売場にいたＩは，「泥棒，泥棒」という女性（Ａ）の声を聞き，キ

ャッシュサービスコーナーに走ったところ，２人の男性（ＧとＨ）がＢを捕

まえているのを見て，Ｂの方へ近づき，加勢してＢをうつ伏せの状態にした。

そこへ，本件現場から少し離れた薬局に勤務するＪが加勢し，Ｂの腰付近を

手で押さえた。

(4) Ｂは，Ｇらに取り押さえられている間，「離せ」，「警察呼べ」などと声

を上げるとともに，持っていた黒色財布を離れた出入口通路方向に放り投げ，

床に落ちた折れ曲がったキャッシュカード片を拾い，握りしめていた。

(5) ＧらがＢの制圧に加わった後に，Ｆは，制圧から離れて，Ｂからやや離れ

たところに立っていた。すると，Ｂが取り押さえられている方向から黒色財

布が飛んできたため，これを拾った。

(6) これら一連の騒ぎで，本件現場周囲に２０ないし３０名ほどの人だかりが

できていた。

(7) 上記の騒ぎを見た本件店舗の店員から，保安室に，「キャッシュコーナー

で強盗事件です，すぐに来てください」との電話連絡が入ったことから，同

室の警備員が，保安室外で立ち番をしていた警備員に現場に向かうよう依頼

するとともに，保安室で万引き被疑者の取調べをしていたＣ及びＥに，「キ

ャッシュコーナーで強盗事件があったようです。」と伝えて，現場に向かう

よう依頼した。Ｃ及びＥが，人だかりを抜けて，男性ら（Ｇ，Ｈ，Ｊ）がＢ
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を取り押さえているところへ近づいた。すると，上記３名のうちいずれかが，

首でＢを示して「これこれ。」と言ったため，Ｃ及びＥはＢが強盗の犯人で

あると判断し，午後１時１５分ころ，Ｂの身柄の引渡しを受け，ＣがＢの右

側，Ｅが左側に位置して，両手でＢの肩や腕を押さえて身柄を確保した。

(8) Ｃ及びＥは，Ｂの両手をそれぞれ持って，Ｂの背中の後ろに回して，Ｅが

取り出した手錠を，ＥがＢの左手首に，ＣがＢの右手首に，それぞれかけた。

この手錠をかけた時の前後，Ｃ及びＥは，Ｂの背面からズボンのポケットを

触るなどして，Ｂが凶器を所持していないか確認したが，凶器は発見されな

かった。

(9) その後，Ｃは，Ｂから離れ，周囲への聞き込みを開始した。

Ｃは，その場にいた警備員から，Ｆが事情を知っていると聞き，Ｆに氏名，

住所と事件の状況を聞いた。Ｆは，Ｃに対して，キャッシュサービスコーナ

ーから「泥棒，泥棒」という女性（Ａ）の叫び声が聞こえた，声の方を見る

と，子どもを抱いた女性（Ａ）と今取り押さえられている男性（Ｂ）が揉み

合っていた，その様子を見て，男性（Ｂ）が泥棒の犯人だと思い，男性を捕

まえようとしたなどと述べ，また，床に落ちていたとして，Ｃに黒色財布を

渡した。

Ｃは，その場で黒色財布の中身を確認し，「Ｂ」名義の運転免許証が在中

しているのを知ったが，その時点では運転免許証の名義人と取り押さえられ

ている男とが同一人物であることには気づかなかった。Ｃは，この時点では，

事件の概要把握が最優先と考え，そのために想定被害者であるＡの所在捜査

を実施した。

しかし，Ａも，Ａを見た人も見つからず，Ｂを取り押さえていた私人３名

（Ｇ，Ｈ，Ｊ）は既に付近におらず，その他，本件事件の事情を知っている

者からの事情聴取は行えなかった。

(10) Ｅは，本件店舗の警備員がその場にいたものの，制圧の応援を得ることは
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できないと判断して，Ｃが聞き込みを開始した後，１人でＢの制圧を継続し

た。

応援の警察官らが，同日午後１時３５分ころ本件現場に到着し，そのころ

ＥがＢの上体を起こしたところ，Ｂが嘔吐し，ぐったりしていることから，

ＥはＢの手錠を外し，救急車の出動要請がなされた。Ｅが１人でＢの制圧を

継続していた時間は，約２０分程度である。

なお，所轄消防署の記録によれば，救急隊は，救急要請があった際に，要

請者から心肺停止となったと聞いており（甲１２・１枚目），救急出場報告

書（同・３枚目）にも，市民等がＢの心肺停止を確認している旨の記載があ

る。

３ 争点(1) ア（私人によるＢの準現行犯逮捕は違法か）について

(1) 準現行犯と認めるには，［1］特定の罪を犯したものであること，［2］罪

を行い終わってから間がないこと，［3］刑事訴訟法２１２条２項各号のい

ずれかに該当する事由があることが必要であり，それらの要件は，逮捕者に

おいて客観的に認定し得ることが必要であるが，逮捕に着手する時点で備わ

っていれば足り，逮捕時の状況から，準現行犯逮捕と認めたことが客観的に

正当であれば，後の資料により逮捕が違法となるものではない。

原告は，これに加えて，準現行犯逮捕の場合であっても，現行犯逮捕と同

様，犯罪と犯人の明白性との要件を満たすことが必要であり，かつ，これに

つき，現に罪を行い又は行い終わった者であることが逮捕者に直接覚知し得

ることが必要であると主張する。しかし，同法２１２条２項各号の事由は，

これをもって現行犯と同視し得る犯罪と犯人の明白性を認めるのであるから，

上記［1］ないし［3］の要件とは別個に，犯罪と犯人の明白性を満たすこと

が必要であるとは解されない。このことは，原告のいう現に罪を行い又は行

い終わった者であることが逮捕者に直接覚知し得る場合であれば，当然に同

条１項の現行犯として逮捕し得るものと解され，かかる場合でなければ準現
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行犯逮捕ができないとすれば，同条２項の規定の存在意義が没却されること

からしても，明らかである。したがって，上記の原告の主張は採用できない。

(2) そこで，上記の各要件について検討するに，Ｂに対して最初に逮捕行為に

着手したＦは，上記認定のとおり，「泥棒，泥棒」という女性（Ａ）の声を

聞き，声の方を見るとＡがＢの胸辺りの服を掴んでいたのを見たというので

あるから，Ｆにおいて，Ｂが「犯人として追呼されている」（同条２項１

号）こと（要件［3］），Ｂは特定の罪（窃盗）を犯したものであること

（要件［1］），罪を行い終わってから間がないこと（要件［2］）を認定し

得たものといえ，Ｆによる逮捕の時点で，その逮捕が準現行犯逮捕の要件を

満たす適法なものであったことは明らかである。

そして，Ｆによる逮捕の当初に準現行犯逮捕の要件を満たしていた以上，

それに続いてＦの逮捕に加勢したＧ，Ｈ，Ｊ及びＩの一連の逮捕行為も適法

であるといえる。

(3) したがって，ＦらによるＢの逮捕を違法ということはできない。

４ 争点(1) イ（Ｃ及びＥに逮捕要件審査義務違反があるか）について

上記のとおり，ＦらによるＢの逮捕が準現行犯逮捕の要件を満たすものであ

った以上，Ｃ及びＥには，これらの私人によるＢの準現行犯逮捕の要件審査に

際して審査義務を尽くしてもなお，Ｂに対する逮捕要件の不備を理由にこれを

釈放する余地がない。すると，更にＣ及びＥの審査義務違反の有無を検討する

ことは無益であるというほかない。

したがって，Ｃ及びＥの逮捕要件審査義務違反の有無を判断するまでもなく，

同義務違反があることを前提とする原告の主張は失当である。

５ 争点(1) ウ（Ｃ及びＥは，Ｂを釈放すべき義務の違反があったか）について

(1) 司法警察員による被疑者の留置については，司法警察員が，留置時におい

て，捜査により収集した証拠資料を総合勘案して刑事訴訟法２０３条１項所

定の留置の必要性を判断する上において，合理的根拠が客観的に欠如してい
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ることが明らかであるにもかかわらず，あえて留置したと認め得るような事

情がある場合に限り，上記の留置について国家賠償法１条１項の適用上違法

の評価を受けるものとするのが相当である。そして，司法警察員が現行犯逮

捕された被疑者を受け取った時は，直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任

することができる旨を告げた上，弁解の機会を与え，留置の必要がないと思

料するときは直ちにこれを釈放し，留置の必要があると思料するときは被疑

者が身体を拘束された時から４８時間以内に書類及び証拠物と共にこれを検

察官に送致する手続をしなければならないが（刑事訴訟法２１６条，２０３

条１項），ここにいう「留置の必要性」は，犯罪の嫌疑の他，「逃亡のおそ

れ」又は「罪証隠滅のおそれ」等からなるものである（最高裁判所平成８年

３月８日第二小法廷判決・民集５０巻３号４０８頁参照）。

以上は，逮捕に引き続き，司法警察員が被疑者を制圧している場合にも当

然に当てはまり，犯罪の嫌疑，逃亡のおそれ又は罪証隠滅のおそれ等に照ら

し，制圧を継続する必要性がないことが客観的に明らかであるにもかかわら

ず，あえて制圧を継続した場合に初めて，その制圧が違法との評価を受ける

ものと解される。

(2) これを本件について見るに，前記認定事実によれば，Ｃ及びＥが私人（Ｇ，

Ｈ，Ｊ）からＢの引渡しを受け，制圧を継続している間に，Ｂの人定事項は

明らかになっておらず，犯罪の嫌疑の詳細も不明であり，逃亡のおそれ，罪

証隠滅のおそれのいずれについても，これが消滅したとは到底いい得ない状

況にあったものであるから，Ｃ及びＥが制圧を継続したこと自体を違法と評

価することはできない。

(3) 原告は，私人による（準）現行犯逮捕に引き続き被疑者の引渡しを受けた

司法警察員が，私人による（準）現行犯逮捕の要件具備が判断できない場合

は，その時点で直ちに被疑者を釈放すべきであるとして，Ｃ及びＥは直ちに

Ｂを釈放すべきであったと主張するが，司法警察員による被疑者の留置の国
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家賠償法上の違法性に関する独自の見解に基づく主張であり，その前提を異

にするものであって，採用できない。

(4) また，原告は，ＣやＥがＦらから事情聴取を行い，黒色財布に対する捜索

活動を十分に行なっていれば，黒色財布がＢのものであることが判明したは

ずであるなどと指摘するが，仮に私人である逮捕者ら（Ｆら）全員に対して

聞き取りを行っていたとしても，前記の同人らの当時の認識の内容からすれ

ば，Ｂに嫌疑がないことが明らかになったものとはいえず，さらに，黒色財

布在中の運転免許証の人物と被逮捕者（Ｂ）との同一性が確認できたとして

も，このことによって被逮捕者に嫌疑がないことや，逃亡のおそれ，罪証隠

滅のおそれがないことが明白になったものともいえないから，上記の原告の

指摘するところによっても，なお，Ｃ及びＥについて，Ｂを釈放すべき義務

があったとはいえない。

６ 争点(2) （Ｃ及びＥによる制圧行為に違法及び過失があるか）について

(1) 警察官であると私人であるとを問わず，逮捕をしようとする者は，犯人か

ら抵抗を受けたときは，その際の状況から見て社会通念上必要かつ相当であ

ると認められる限度内の実力を行使することが許される（最高裁昭和５０年

４月３日第一小法廷判決・刑集２９巻４号１３２頁参照）。そして，このこ

とは，司法警察員が，私人から準現行犯逮捕をした者の引渡しを受け，制圧

を継続する場合においても同様であり，逃亡や自己又は他人に対する危害の

防止，公務執行に対する抵抗の抑止等のために，その時における嫌疑の内容，

抵抗の態様や強度，周囲の状況，より緩やかな他の方法を取るための人的体

制の有無等に照らし，社会通念上必要かつ相当な限度内で実力を行使するこ

とができると解され，実力行使がかかる限度内にとどまる場合には，国家賠

償法上，違法ということはできない。

(2) 原告は，Ｃ及びＥが，Ｂに対して後ろ手に手錠をかけたことについて違法

の主張をするが，上記の認定事実に照らすと，Ｃ及びＥは，強盗との報告を
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受けて本件現場に向かい，複数の私人（Ｇ，Ｈ，Ｊ）により制圧されている

被疑者（Ｂ）の引渡しを受けたものであり，本件現場の周囲には他の私人も

多く集まっており，他方，被疑者として引き渡されたＢについては，その人

定も未だ明らかでなく，犯行態様の詳細も不明であったのであるから，逃亡

や自己又は他人に対する危害の防止，公務執行に対する抵抗の抑止等のため

に，Ｃ及びＥがＢに対して手錠を使用したことは相当ということができ，ま

た，Ｂは私人ら（Ｇ，Ｈ，Ｊ）によりうつ伏せに制圧され，その状態のまま

Ｃ及びＥらに引き渡されたものであるから，これを引き起こし，立たせてか

ら手錠を使用しようとすれば，それだけ逃亡等の危険性が増すことは明らか

であるから，そのままＢの手を背後に回して，後ろ手に手錠を使用したこと

もまた，相当であったといえる。

原告は，両名は通報を鵜呑みにしてＢを強盗犯人と信じたにすぎないから，

このことは制圧を続けたことの正当性の根拠とはならないと主張するが，上

記の認定事実に照らせば，ＣとＥが本件現場に臨場したとき，Ｂが強盗犯人

であることに疑念を持つべき客観的状況は存在しておらず，むしろ複数の私

人（Ｇ，Ｈ，Ｊ）によってＢが制圧されていた状況があることからすると，

Ｃ及びＥが私人（Ｆら）からの事情聴取よりもＢの制圧を先行させて継続し

たこと自体は，何ら不当とはいえないから，上記の原告の主張は採用できな

い。このことは，犯罪捜査規範１２９条１項は，現行犯人を引き渡す私人が

あるときは，直ちにこれを受け取り，逮捕者の氏名，住所及び逮捕の事由を

聞き取らなければならない旨規定しているが，被疑者の身柄を確保すること

に先立ち，これらの聞き取り等を行わなければならないとは規定していない

ことからも明らかである。

(3) 原告は，さらに，その場で制圧が継続されたことについて違法と主張する

が，上記認定事実によれば，Ｃは，Ｂに手錠をかけた後，まもなく，聞込み

のためにその場を離れ，制圧者はＥ１名となっていたのであり，他に制圧の
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協力を得ることのできる者はいなかったというのであるから，Ｅが，Ｂを立

ち上がらせ，保安室等に移動させることなく，その場で，応援の警察官が到

着するまで制圧を継続したことも，その時間が約２０分程度ということを考

慮してもなお，社会通念上必要かつ相当な範囲を超えるということはできな

い。

原告は，Ｃ及びＥがＢに手錠をかけた後約２０分もの間，観衆の目にさら

される場所で制圧を続けたことは犯罪捜査規範１２７条２項に反し，この点

のみでも制圧の必要性，相当性に欠けるとも主張する。しかし，そもそも同

項は，手錠を使用する場合において，苛酷にわたらないように「注意する」

とともに，衆目に触れないように「務めなければならない」と規定するもの

であって，警察官に努力義務を超える義務を課したものとは解されないし，

上記認定により認められる当時の状況（Ｂが強盗の犯人であるという疑いが

存したこと，Ｂを安全，確実に他の場所へ連行し得るだけの人的体制が調っ

ていなかったこと）に照らすと，応援の警察官が到着するまでの約２０分間，

Ｅが本件現場でＢの制圧を継続したこと自体が苛酷であるとか，合理的理由

なく衆目に触れる状態を継続したとはいえないから，原告の上記主張は採用

できない。

(4) Ｅによる制圧の程度の違法性

ア 上記認定のとおり，Ｃ及びＥが，Ｂに後ろ手に手錠をかけた後も制圧を

継続したこと自体は違法とはいえないとしても，その後の制圧の程度，方

法によっては，なお制圧行為が違法であると解する余地があることから，

以下検討する。

(ｱ) Ｅは，Ｂに手錠をかけた際及びその後の制圧の状況につき，次のとお

り述べる（甲４２，乙２，証人Ｅ）。

ａ Ｃ及びＥは，抵抗を受けながらもＢに後ろ手に手錠をかけたが，そ

の後も，Ｂは，「放せ。」等大声を上げながら，足をばたつかせたり，
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体をひねって起き上がってこようとするなど非常に強い抵抗を示した。

ＥがＢに対し「何があった。」，「静かにしろ。」などと声を掛けた

が，Ｂは「放せ，放せ。」などと大声で言うだけで，問いかけに対す

る回答は全くなかった。

ｂ Ｃが付近の聞き込みに行き，ＥがＢを一人で制圧することになった

ため，左手をＢの肩に，右手をＢの腰の辺りに置き，左膝は地面に着

いた状態で，右膝をＢの肩甲骨部に乗せ，Ｂの抵抗の強さに応じて，

右膝をＢの背中から下ろしたり乗せたりしていた。そして，Ｂの抵抗

があまり激しくないときは，両膝を地面に着き，両手のみで押さえ，

更に抵抗が弱いときには片手だけで押さえるといった方法で制圧して

いた。しかし，Ｂは，すぐにまた上半身をひねったり足をばたつかせ

るなど激しく抵抗を始め，「放せ，放せ。」と大声を上げながら強い

抵抗を示したことから，再び右膝を乗せて制圧を行い，抵抗が収まる

とまた右膝を下ろし，これを繰り返すという状況であり，Ｅが片手だ

けでＢを押さえていた時間は，全体の制圧時間のうち半分以下であっ

た。Ｅは，右膝をＢの背中に乗せているときも，Ｂの抵抗の激しさに

応じ，右膝にかける体重を強くしたり弱くしたりしており，かけた体

重はＥの体重の半分にもいかない程度であった。

ｃ Ｂを制圧している間，Ｅは，Ｂが暴れているときにも静かにしてい

るときも，合計１０回以上，２０回にいかないくらい，「何があっ

た。」，「おとなしくしなさい。」と声を掛けたが，Ｂから問いかけ

に対する回答はなく，「放せ，放せ。」などと大声を上げるのみであ

った。Ｂは，「うう。」とか「ああ。」などといった声を出したとき

もあったが，「放せ，うう。」とか「うう。放せ，こら。」と言葉の

一部として言っていただけであるし，その後また「放せ。」と大きな

声で元気にしゃべっていたので，苦しくてうなっているとは思わなか
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った。

ｄ Ｅは，Ｂを制圧している最中，Ｂの顔を後ろから見て様子を見てい

たし，Ｂが暴れ出したりしないかどうか，体の動静にも注意を払って

いたのであり，Ｂを押さえるのが精一杯で，Ｂの動静を十分に確認し

ていなかったということはない。

ｅ 到着した応援の警察官から，Ｂを起こすよう指示されたので，Ｂを

あお向けに引き起こしたところ，Ｂの口と床に若干の吐瀉物が付いて

おり，Ｂがぐったりしていたので，「おーい。」などと声を掛けると

ともに，脈拍や呼吸の有無を確認した。手首で脈拍のあることを確認

でき，呼吸については胸部が上下しているのを確認した。Ｂが，それ

までの時間の流れの中で徐々に静かになっていったということはなく，

Ｂがぐったりしており吐瀉物があることを見たときには，さっきまで

元気に暴れていたのに，一体どうしたんだろうと思った。Ｂが最後に

暴れなくなったのは応援の警察官が到着する少し前であり，その時も，

暴れてはおとなしくなりというそれまでの繰り返しの一部にすぎない

と思っていた。

(ｲ) しかし，そもそも，Ｅは，平成１４年４月に警察官となった後，３か

月程度の警察学校での訓練を経て，平成１５年１月２８日からＤ署に戻

り，地域課で勤務していた者であって，本件事件に至るまでの警察官と

しての経験は浅く，本件事件までに強盗事件というのは身近で聞いたこ

ともなかった，初めて強盗事件の現場に向かうということでとても緊張

していた，何とか犯人を捕まえなければならないと，大変緊張したとい

うのであり（証人Ｅ），そのような経験の浅い警察官が，初めて制圧し

た「強盗犯人」と推測されているＢを相手に，上記の供述のとおり，被

疑者の様態に気を配りつつ制圧態様をこまめに変え，頻繁に被疑者に声

をかけて落ち着かせようと試みながら制圧を続けるという対応を適切に
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取ることができたのか，また，一連の経過をこれほど明確に記憶できた

のか，ということ自体極めて疑問であり，また，Ｅの証言時においては，

その制圧態様に過失があると判断されれば，同人に対してＢの死亡に対

する何らかの嫌疑がかかる可能性もないとはいえない状況である（現に，

捜査資料の一部には，Ｂを被害者とする過失致死事件の立件が検討され

たことを窺わせるものがある。）ことからすると，Ｅは，特に，被疑者

とされたＢの言動やＥの制圧の状況について，事実をありのままに述べ

ているかどうかについても疑問があるところ，Ｅの述べるＢの言動やＥ

の制圧の状況を裏付けることのできる客観的な証拠はない。

むしろ，Ｅは，本件事件の８日後（２月２５日）に行われた取調べの

際には，「私は，被疑者が逃走しないように制圧しているのが一杯で，

被害者がどのようになっているのやら，逮捕者がどのようになっている

のか全く分かりませんでした。」と述べ（甲４２），当裁判所における

証人尋問の際にも，「犯人を取り押さえるのに精いっぱいでした。」と

も述べており(証人Ｅ），また，Ｅの述べる内容自体も，問いかけに全

く答えないＢに対し，１０回以上も「何があった。」と同じことを尋ね

続けたという点や，Ｂの動静を観察していたと述べながら，いつ嘔吐し

たのかについて認識していないことなど，不自然な点がある。

さらに，Ｅは，Ｂの異変に気づいた後，Ｂには，脈も，呼吸もあるこ

とを確認したと述べるが，このことは，Ｂに係る救急隊出動要請時に，

傷病者（Ｂ）は心肺停止状態であると伝えられたこと，救急出場報告書

においても，市民等が心肺停止を確認したと記載されていることと，明

らかに反する（甲１２）。

これらに照らすと，上記のＥの述べるＢの状況及び制圧の態様は，直

ちに信用できないといわざるを得ない。

(ｳ) 他方，本件店舗内の薬局売場の店員であるＪは，Ｂの逮捕に加勢し，
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Ｃ及びＥにＢを引き渡した後も本件現場に残っていたところ，警察官の

制圧状況につき，「体のガッチリした男の警察官(Ｅ）が背中の上に馬

乗りになって押さえておりました。」と述べている(甲４８）。

(ｴ) また，Ｂの解剖結果によれば，Ｂには，［1］左下腹部，右腸骨部，

前胸部，腰背部，右臀部，顔面，上肢等の打撲傷，［2］眼瞼結膜の鬱

血，頭蓋底中頭蓋窩の鬱血及び大脳白質内出血が認められるところ，Ｂ

の解剖を担当したＬ医師は，［1］について，いずれも鈍体の打撲又は

強い圧迫により生じたものであり，特に右腸骨部打撲傷は，体幹の突出

部に位置するものであり，同部を強く打撲して生じたものと考えられる，

左下腹部，右腸骨部，前胸部，腰背部の打撲傷は，胸腹部全体に強い圧

迫が加わったことを示すと述べ，また，［2］について，胸腹部の強い

圧迫によって頭部顔面が鬱血したことによって生じた可能性が高く，こ

の胸腹部圧迫によって一時的に呼吸停止（窒息）に陥った可能性は完全

に否定できないと述べる(甲３５）。

これによれば，本件事件当時，Ｂの胸腹部全体に強い圧迫が加わり，

身体の各所に打撲傷や鬱血等を生じたことが認められるが，Ｂを逮捕し

たＦらは，複数人で，Ｂの頭部，首，肩，腰を，各自，足や手で押さえ

ていたというものであるから（甲４５ないし５０），Ｆらによる制圧に

よりＢの胸腹部全体に著しく強い圧力が加わったとは解することができ

ない。そうすると，Ｂの胸腹部全体に対する強い圧迫は，Ｆらによる逮

捕後の，Ｅによる制圧行為によって加えられたものと推認することがで

きる。

イ 上記アに認定の事実を合わせ考えると，Ｅは，床にうつ伏せに倒れてい

るＢに対して，その態勢は不明であるものの，胸腹部全体に馬乗りになっ

た，あるいはこれと類似したＢの胸腹部全体に強い圧力がかかる態勢のま

ま，２０分弱の間，Ｂの制圧を継続していたものと認めるのが相当である。
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被告は，Ｂは，Ｅによる制圧を受けている間，約２５ｍも離れた化粧品

売場にも聞こえるような大声を出していたものであるが，これは，Ｂが十

分な呼吸ができ，肺に十分な空気が出入りしていたことを意味しているの

であり，このことからも，Ｅの制圧態様がＥが供述するような態様のもの

（右膝をＢの左肩甲骨の上に軽く置く，Ｂが暴れなくなったら右膝をＢの

左肩甲骨から下ろすなど）であったことを裏付けることができる旨主張し，

その裏付けとして，証人Ｎの陳述（甲６０）及び証言の存在を指摘するが，

同証人の陳述及び証言によっても，Ｂが発していたのは，自発的な発声と

いうよりは痛み，苦しみによるうめき声であったという事実があるという

に留まり，これを超えて，Ｂが，十分な呼吸に基づく明確な言葉の発話を

していたなどの事実があったことを認めることまではできないから，同証

人の陳述及び証言は，被告の主張を裏付けるものとはいえず（しかも，証

人Ｎの陳述及び証言の中には，Ｂが「放せ」と元気にしゃべっていた旨の

上記Ｅの証言と完全に相反し，Ｅの供述するような制圧態様であったこと

を否定する方向にも働く内容のものも含まれているのであり，その意味に

おいても，同証人の陳述及び証言は，被告の主張とは相容れないものとい

える。），他に，本件においては，Ｂが十分な呼吸ができ，肺に十分な空

気が出入りしていたことを認めるに足りる証拠もないのであって，被告の

主張は採用できない。

ウ そして，上記認定の制圧状況と，既にＢには後ろ手に手錠がかけられ，

これにより逃走，反抗等の危険は相当程度減縮されていたこと，Ｂは身長

１６０cm，体重６５．５kgの比較的小柄な老人である（甲３５）のに対し

て，Ｅは身長１８１cm，体重９４kgときわめて大柄な青年であること（証

人Ｅ），Ｅは，年齢及び警察官としての相応の訓練の結果，体力的に明ら

かにＢよりも優位な状況にあったと思われることを総合考慮すると，Ｅの

制圧の上記の制圧行為は，Ｂの逃亡や自己又は他人に対する危害の防止，
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公務執行に対する抵抗の抑止等のために，社会通念上必要かつ相当な限度

内のものと認めることはできず，違法なものであって，かつ，そのような

必要かつ相当な限度を超えた有形力を行使したことについて，過失もあっ

たというべきである。そして，このことは，既に摘示した事情のほか，身

体検査によりＢが凶器を所持していないことを一応確認していることも考

慮すると，Ｅが制圧の当初から強盗事件との情報を与えられていたことに

よって，異なるとはいえない。

７ 争点(3) ア（Ｂの死亡の機序）について

そこで，以下，上記のＥの制圧行為とＢの死亡との相当因果関係の有無につ

いて判断することとし，まず，Ｂの死亡の機序を検討する。

(1) Ｂの解剖を担当した，解剖当時Ｏ大医学部法医学講座教授であったＬ医師

は，Ｂの死亡の機序について，外因によって精神的ストレスが加わり，交感

神経が刺激され，血圧の上昇，心拍の上昇，心臓の収縮増強による心臓への

負荷が加わったことにより，既往症であった高血圧性心肥大に悪影響を及ぼ

して心不全に陥ったと述べ（機序［3］に一致），そのように判断した理由

について，概ね以下のとおり述べる（甲３５，乙５，７，８）。

ア Ｂが死亡した状況からその死因を検討すると，胸部圧迫や吐物誤嚥によ

る窒息，くも膜下出血等の脳疾患，心疾患や心臓性突然死等の心不全が考

えられる。

このうち，胸部圧迫による窒息死であれば，強く押しつけられたことに

よる皮下出血や圧痕が胸部あるいは背部に存在する可能性が高く，また，

圧迫部分よりも上の顔面，上胸部に強い鬱血が生じ，溢血点も多く発現す

る。吐物誤嚥による窒息死は，気道内あるいは咽頭に異物の存在を確認で

きる。しかし，Ｂの顔面鬱血や溢血点は，軽度であり，頸部皮下のリンパ

節にも窒息を疑うような浮腫が認められない。胸部や背部にも胸部圧迫を

疑うような皮下出血や圧痕が認められず，気道内にも異物や誤嚥の形跡が
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ない。したがって，窒息を疑う余地はない。

脳疾患の場合，急性死としてくも膜下出血が考えられるが，Ｂについて

は，内景所見からは出血が認められず，否定される。

Ｂには，内景所見から，心臓の右心房室結節に米粒大の出血斑が認めら

れ，これによって，最終的に不整脈によって心停止したと考えられる。

イ 外的ストレスは，交感神経を過剰に刺激し，心臓に強い負荷を与える。

Ｂは，女性（Ａ）から泥棒と叫ばれた行為，私人（Ｆら）による逮捕行為，

警察官による逮捕及び制圧行為という一連の行為を受けたことにより，不

安や緊張，怒りが積み重なってストレスとなり，心不全が発症したと認め

られる。

ウ 通常は，（心臓の負荷による）血圧の上昇等を感知することにより副交

感神経が刺激され，心拍数の減少，心筋収縮力の減少等によってバランス

が保たれるが，Ｂの場合，既往症に高血圧症や高血圧性心肥大があること

が悪影響を及ぼし，致命的な状態に陥ったと考えられる。

エ 心肺停止後，蘇生術によって一時的に心肺機能は回復したが，高度の肺

水腫，心筋虚血，腸管壊死が生じており，生命機能を完全に回復すること

ができず，死亡した。

(2) これに対して，Ｐ大学大学院医学研究科実験病態病理学教授であるＭ医師

は，病理学的立場からは，死因の中に，「ストレス」の概念を入れることは

ないとして，上記のＬ医師の見解を批判すると共に，Ｌ医師による解剖所見

から，［1］左右の眼瞼結膜に鬱血と多数の溢血点，頭皮下にも多数の溢血

点を認め，［2］大脳白質内の血管周囲に血液の露出と脳梁内に点状出血が

あり，白質内出血がある他，皮下出血や筋肉内出血が存在する，［3］各種

臓器に鬱血があり，特に両肺は重量が高度に増加しており，高度の肺鬱血水

腫が重量増加の原因である，［4］腸管の循環不全にともなう壊死性病変の

存在も動脈硬化など何らかの循環病態があって起きることであるが，生体反
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応が乏しいことから，死亡直前に発生したものと推察できる，として，Ｂの

死因は，急性の循環不全が胸腹部の高度な急激な圧迫によって生じ，その結

果，肺に高度な鬱血性肺水腫が発生し，呼吸困難（呼吸不全）に陥り，（そ

の後）心拍が再開したものの，肺機能不全で回復しなかったものと考えられ

るとする（甲５３。機序［1］に一致）。

しかし，上記のＬ医師の見解の骨子は，交感神経の刺激により心拍数の上

昇等が生じ，心臓に過度の負荷が生じる状態となり，心不全に至ったという

ものであって，このこと自体，死因の説明として十分に理解可能であり，た

だ，「交感神経緊張状態が発生し，これにより心拍数の増加が生じ，心臓に

過度の血液供給が要求される状態」を発生させる要因，もしくは，そのよう

な状態を指して「ストレス」と表現しているのであるから，ストレスの概念

をもって死因を説明することが相当ではないとのＭ医師の批判は当たらない。

他方，Ｍ医師の述べる死亡の機序に対しては，Ｌ医師から，「胸腹部圧迫

により窒息死した際に認められる頭部顔面の鬱血であるならば，不可逆的な

更に高度の鬱血が生じていて然るべき」，胸腹部圧迫による窒息の数多くの

例では，「胸腹部の各臓器は，血液が押し出されて蒼白となり，頭部顔面に

極めて高度の鬱血が生じる」，「この高度の鬱血は，仮に蘇生術を受けても

不可逆的であり，戻ることのない鬱血である」，（しかし，Ｂにはそのよう

な高度の鬱血はないことからすると），「胸腹部を圧迫され，呼吸活動の抑

制が起こったことは，胸腹部の損傷によって証明されているが」，これが死

因そのものとはいえないとの指摘，及び，「肺鬱血水腫が圧迫によって生じ

た結果であり，且つ呼吸不全の原因であるとする考えは明らかに間違ってい

る。この肺臓の鬱血水腫は」，「『急性窒息或いは急性心肺停止』によって

生じた結果であり，呼吸不全に陥る原因ではない」との指摘（乙８，甲３

５）がなされている。これらの指摘は，その指摘する内容が明確であって首

肯できるものであるだけでなく，Ｌ医師が法医学者として多数の司法解剖，
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行政解剖を行った経験に基づくものであって，十分に信用できるところ，こ

れらの指摘を否定する事情は，未だ認めることができない。

したがって，Ｍ医師の見解（機序［1］）を妥当なものとして認めること

はできない。

(3) また，原告は，昭和６３年及び平成１１年に行われた諸検査でも，Ｂは心

臓に異常のないことが確認されており，投薬治療により高血圧症も安定した

状態を保っており，不整脈等の異常も生前に認められなかったから，心肥大

が急性循環不全を増悪させたとか，Ｂが相対的に心虚血を生じやすい状態で

あったなどとは考えられないとして，Ｌ医師の上記見解を否定する。

しかし，証拠（甲３５，乙５，７，８）によれば，Ｂに心肥大があったこ

とは事実であり，このことからすると，心不全の発生に，心肥大及びその原

因となる高血圧症が何らかの寄与をしたであろうことは，容易に想像できる

ことがらであり，生前に異常の指摘がなかったからといって，Ｌ医師の上記

見解を否定することはできない。

ただし，証拠（甲３５，５４ないし５６，６２）によれば，Ｂは昭和６３

年から高血圧症の治療歴があり，高血圧症に由来するものと考えられる心肥

大があったことが認められるものの，いずれも医師による投薬治療，管理の

下にあり，血圧については，概ね収縮期血圧１４０mmHg以下で推移し，Ｂの

年齢を考慮すると，それほど重篤なものではなかったといえ，また，心肥大

についても，平成１１年２月の超音波検査及びトレッドミル検査では異常な

しと判定されており，その他，高血圧症以外に，狭心症や不整脈などの心臓

の異常が明らかに認められた形跡はない（被告指摘のニトロペン等の薬剤が，

Ｂの高血圧症以外の心臓疾患に対して処方されたものと認めることのできる

証拠はない。）ことからすると，同年齢の一般通常人に比して，Ｂの心臓が，

負荷に対して著しくぜい弱であったとまでは認められない。そうすると，Ｂ

の心肥大等の心疾患は，未だ，Ｂの死亡に至る機序のうちの特別事情（Ｂの
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心肥大等の心疾患がなければ，本件においてＢが死に至ることもなかった）

とまではいうことができない。

(4) 原告は，更に，Ｌ医師が心停止状態が先行した根拠となる所見として，

「右心房内膜，房室結節に出血があり，不整脈を起こしたことを疑わせる」

と述べる（甲３５）のに対して，右心房，房室結節の出血斑から不整脈を起

こしたかは判断できず，洞房結節の組織内部を標本化し切片を染色して顕微

鏡下で観察しなければ分からないと指摘し，Ｌ医師の見解を批判するが，仮

に組織学的に観察したとしても不整脈を形態学的に証明することはできない

というのであるから（乙８），的を射た批判とはいえないし，右心房，房室

結節の出血斑から不整脈を起こしたと疑われること自体については何ら否定

していないのであるから，上記の原告の指摘は，Ｌ医師の見解の信用性を低

下させるものとはいえない。また，原告は，Ｌ医師が心停止状態が先行した

根拠となる所見としてあげる「心筋の好酸性変化」（甲３５）についても，

心筋の断裂や好酸性変化は，病理学の教科書においては病的な意味付けはさ

れておらず，一過性の心筋虚血の根拠となる所見とはいえないとも指摘する

が，この指摘も，一度心停止が起こり，それに対して蘇生術が行われ，心拍

再開が起これば，心筋の断裂や好酸性変化が認められるという点を何ら否定

するものではなく，Ｌ医師の述べる死亡の経過に疑義を生じさせるに足りる

ものではない。

(5) 小括

以上によれば，Ｂの死亡の機序は，ストレスによる交感神経の刺激により

心拍数の上昇等が生じ，心臓に過度の負荷が生じる状態となり，心不全に至

ったものであり，その後蘇生術によって一時的に心肺機能は回復したが，高

度の肺水腫，心筋虚血，腸管壊死が生じており，生命機能を完全に回復する

ことができず死亡した，というものであったというのが相当である。

８ 争点(3) イ（制圧行為とＢの死亡との間の相当因果関係の存在）について
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(1) 上記のとおり，Ｂの死亡に至る機序を，ストレスによる交感神経の刺激に

より説明するとすると，本件事件当時，Ｂには，上記のＥによる違法な制圧

行為以外にも複数のストレス要因があったこととの関係で，まず，Ｅの制圧

行為とＢの死亡との条件関係（事実的因果関係）の存否が問題となる。すな

わち，結果発生に複数の事実が競合している場合，当該加害行為と結果との

間の相当因果関係を肯定するためには，少なくとも条件関係があることが必

要であるのが原則であるから，Ｅによる制圧行為がなければ，Ｂの死亡の結

果がなかったといい得るかについて，以下検討する。

(2) 既に摘示した事実によれば，Ｂは，一連の経過において，Ｅによる制圧

行為以外に，［1］背後から来たＡに，突然，「泥棒，泥棒」と叫ばれ，服

を掴まれ，［2］Ｆらに逮捕され，取り押さえられるという状況に遭遇して

いるところ，これらの事実は，Ｅによる制圧行為のみでなく，そのいずれを

とっても，大きな驚き，不安，緊張あるいは怒りが積み重なってＢに対して

大きなストレスを発生させたことは，十分に理解し得るところである。そし

て，これらのエピソードは，時間的間隔を置くことなく，連続して，Ｂの身

に発生している。

原告は，このうちＥによる制圧行為のストレスは，上記［1］，［2］によ

るストレスと比べて遥かに大きいことが明白であり，Ｂが受けたストレスの

圧倒的大部分は，Ｅによる制圧行為により生じたものであるから，警察官に

よる逮捕継続行為によって発生したストレスからＢが心不全に陥ったことに

ついて高度の蓋然性が認められ，相当因果関係は証明されていると主張する

ところ，確かに，上記認定のとおり，Ｅによる制圧行為は，約２０分の間，

うつ伏せにされ後ろ手に手錠をかけられたＢの胸腹部全体に馬乗りになる，

あるいはこれと同様の強い圧力がかかる態勢で制圧していたものであって，

これによってＢが受けた恐怖や不安，緊張，怒りは相当強度なものであった

ことが推認される。
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しかし，平穏な生活を送っていた買い物帰りのＢが，公衆の往来する本件

店舗内において，突如見知らぬ女性（Ａ）から「泥棒，泥棒」と叫ばれて服

を掴まれるなどし，犯罪者扱いされたことは，一私人であるＢにとって十分

に屈辱的な出来事であったと思われ，その際の戸惑い，緊張，怒りは決して

小さなものであったとみることはできない。また，Ｂは，その後，自己の言

い分を述べる機会もないまま，Ｆらから犯人扱いされ，手首を掴まれたり，

顎を掴まれて「何しとんじゃおら。」と凄まれたりし，床に押し倒されうつ

伏せにされ，首を足で踏みつけられたり体を手で押さえつけられるなどして

抵抗を抑圧され，その間，「離せ」，「警察呼べ」などと言って解放を訴え

たり弁解を試みたりしようとしたものの，全く聞き入れられなかったという

のであって，これらが３分程度の短い時間に起きたことであることを考慮し

ても，その恐怖や不安，緊張，怒りは，Ｅの制圧行為によってＢが受けたそ

れらと比較して明白に低いものであったとは評価できないといわざるを得な

い。

そして，Ｌ医師は，ストレスによる心不全は，ストレスが強く作用してい

る時よりもその後に発症することが多いなどという学会の意見もあるとして，

ストレスと心不全との間に時間的な間隙があってもおかしくない旨を述べる

ところ（乙５），上記のとおり，ストレスを原因とする死亡に至る機序は，

まず，交感神経の刺激による心拍数の上昇等が生じ，心臓に過度の負荷が生

じる状態となり，その後，心不全に至るという経過をたどるものであること

からすると，上記の供述も，一応首肯できるものである。

そうすると，ＢがＡから「泥棒，泥棒」と叫ばれてから，Ｃ及びＥに引き

渡されるまでの時間が３分から５分程度の短い時間の出来事であったことを

考慮しても，上記［1］，［2］によるストレスはＢの死という結果を招来し

得る程度の高度のものであった可能性があるといわざるを得ず，このことと，

上記［1］，［2］によるストレスの発生と，Ｅの制圧行為及びＢの心肺停止
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（本件現場におけるもの）は，時間的な間隔を置かずに発生した出来事であ

って，特に，上記［1］，［2］の出来事と，Ｅによる制圧行為との間には，

従前のストレスを緩和する方向に働く要素がないことからすると，Ｅの制圧

行為によるストレスがなければ，Ｂについて，心不全の結果が発生しなかっ

たとまではいうことができない。

(3) 原告は，ＢがＦらに取り押さえられながらも，「警察を呼べ」と叫んでい

たことから，警察官さえ来てくれれば身の潔白を証明できるという期待を持

っていたのにもかかわらず，Ｃ及びＥが私人（Ｇ，Ｈ，Ｊ）からＢの引渡し

を受けながら，Ｂに対して何らの質問もせずにＢを犯人と決めつけ，２人が

かりで押さえ込んだ上で，後ろ手に手錠をかけるという行為に及んだもので

あり，これにより，警察官さえ来てくれれば身の潔白が証明できるという期

待を裏切られたＢが，激しく絶望したであろうことは想像に難くないとして，

このことから受けたＢの心理的なストレスは，Ａ及びＦらから受けたそれと

は，質・量とも，比べようもなく大きかったと指摘するが，原告の指摘する

Ｂの内心の思いやその変化は客観的に明らかとまではいえず，原告の指摘は

想像の域を出るものではないから，採用できない。また，ＢがＦらに取り押

さえられている間に黒色財布を放り出したことは，如何なる心理状態から出

た行為かは必ずしも明らかではないところ，少なくとも，原告の指摘するよ

うに，自己の無実を証明すべく冷静な判断の下に行ったものであるとして，

その時Ｂがストレスを感じていなかったと認めるに足りる証拠はないから，

この点に関する原告の指摘も，想像の域を出るものではなく，そのような認

定をすることは困難である。

なお，原告は，Ｃ及びＥが制圧行為を継続していなければ，Ｅの制圧行為

によるストレスを受けることはなく，上記［1］，［2］によるストレスも軽

減されていたはずであるとして，Ｅの制圧行為とＢの死亡との間には相当因

果関係が認められる旨主張する。しかし，Ｃ及びＥが制圧行為を継続してい
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たこと自体は違法とはいえない以上，これがなかった場合にいかなる結果が

生じていたか（生じていなかったか）を論ずることは無意味であり，原告の

主張は採用できない。

(4) 以上に認定したところによれば，その余について判断するまでもなく，Ｅ

の制圧行為とＢの死亡との間に相当因果関係を認めることはできない。

９ 争点(4) （損害額）について

(1) 上記認定のとおり，Ｂの死亡の結果について，被告の責任を問い得ない以

上，原告の請求のうち，Ｂの死亡の結果により発生した逸失利益，葬儀関係

費用及び原告固有の慰謝料は，いずれも認めることができない。また，治療

費についても，本件事件により負傷し死亡したことによって受けた一連の治

療に係る費用であるから，Ｅの制圧行為とＢの死亡との間の相当因果関係が

認められない以上，請求することはできないと認められる。

(2) しかし，Ｂの慰謝料については，原告の主張が，Ｅの制圧行為という違法

な公権力の行使を受けたことに対するＢの精神的損害に対する慰謝料を含む

ものと解されるから，その範囲で認めることができる。そして，上記に認定

の一連の経緯及びＥの制圧行為の態様に照らすと，Ｅの違法な制圧行為によ

るＢの精神的損害に対する慰謝料は，８００万円の範囲で認めるのが相当で

ある。

また，弁護士費用については，上記の認容額に照らし８０万円の範囲で認

めるのが相当である。

(3) 原告は，この他，Ｂの名誉毀損の慰謝料を請求するが，Ｂが本件事件後に

被害者と扱われず，窃盗未遂事件の被疑者とされていたことは，Ｅの違法な

制圧行為とは何ら関連性がないから，それによる慰謝料請求も理由がない。

第４ 結論

以上によれば，原告の請求は８８０万円及びこれに対する不法行為の日であ

る平成１６年２月１７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延
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損害金の支払を求める範囲で理由があるから，この範囲で認容し，その余につ

いては理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。

津地方裁判所民事部

裁判長裁判官 堀 内 照 美

裁判官 福 渡 裕 貴

裁判官 関 川 亮 介


